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夫

幸
智
神
社
は
延
久
五
年
垂
仁
天
皇
の
苗
裔
、有
馬
中
将
千
賀
守
が
美
濃
国

よ
り
来
住
せ
し
と
き
奉
斉
せ
る
も
の
に
し
て
、爾
来

一
族
隆
昌
今
日
に
及
ん

で
い
ま
す
。
昭
和
四
十
八
年
九
月
、
氏
子
、相
は
か
り
九
百
年
祭
を
執
行
し
ま

し
た
。当
幸
智
神
社
は
、
阿
戸
の
天
皇
原
下
馬
地
に
あ
り
、
昭
和
四
年
四
月
に

現
在
の
沼
田
町
阿
戸
唐
茂
が
迫
に
、
鎮
菫
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
。

祭
事
祭
典
は
、
毎
年
三
月
十
五
ヨ
て
し
た
が
、

最
近
は
毎
年
二
月
第
二
日
理
日

に
取

う
行

お
７．

ま
す
。

現
在

の
氏
子
中
は
、
十
二
戸
で
ご
奉
仕

い
た
し

て
お
り
ま
す
。

岡
尾
山
　
浄
宗
寺

竹

内

葉

子

阿
戸
の
岡
尾
山
浄
宗
寺
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
で
、
現
住
職
の
繹

徳
水
師
は
第
十
五
世
に
当
た
ら
れ
る
。
「芸
藩
通
志
」
に
は
、
阿
戸
に
あ
る

浄
宗
寺
を
岡
尾
山
と
い
い
、
も
と
は
真
言
宗
岡
尾
山
養
楽
寺
と
言
っ
て
い
た

が
、
天
正
十
三
年

盆

五
八
五
年
）
僧
道
順
の
時
、
浄
土
真
宗
浄
宗
寺
と
改
め

た
、
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
沼
田
町
史
に
は
、浄
宗
寺
は
元
亀
元
年
貧

五
七
〇
年
）
に
道
順
が
井

田
屋
垣
内
に
創
立
し
た
岡
尾
山
松
元
院
養
楽
寺
の
後
で
、
天
正
十
三
年
大
下

に
移
転
し
、文
禄
三
年
含

五
九
四
年
と

説
に
よ
る
と
、
天
正
十
三
年
真
宗
に

改
宗
し
、
後
に
三
代
祐
念
の
と
き
、
明
歴
二

年

貧

六
五
六
年
）
現
在
地

に
移

っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
記
載
が
あ
る
＾

ま
た
、
親
鸞
聖
人
生
誕
八
百
年
三
念
事

業
と
し
て
、
建

て
ら
れ
た
石
車

に
は
、
」ヽ薇

の
よ
う
な
碑
文
が
あ
る
。
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り
諸
堂
宇

完
情

一

浄
宗
寺
の
建
造
物
に
関
す
る
古
い
記
録
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代

の
中
ご
ろ
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か
ら
、
本
堂
・鐘
撞
堂
・山
門
の
再
建
の
記
録
が
あ
り
、
明
治
二
十
年
代
に
は
、

本
堂
・向
拝
・後
堂
の
大
修
復
、
大
正
年
間
に
経
蔵
、
昭
和
に
入
っ
て
、
戦
後
鐘

楼
の
新
改
築
が
な
さ
れ
て
い
る
。

明
治
の
大
修
復
か
ら
百
年
を
経
、
総
工
費
約
二
億
円
の
浄
財
で
も
っ
て
、

平
成
九
年
か
ら
二
年
余
の
歳
月
を
か
け
、
「平
成
の
大
修
復
」
が
な
さ
れ
た
ｃ

本
堂
の
前
方
移
動
、
基
礎
工
事
、
屋
根
組
も
寄
せ
棟
か
ら
寝
殿
造
り
風
に
、

内
陣
改
装
、
炊
事
場
、
大
手
門
の
改
築
、
山
門
の
修
復
、
便
所
の
新
設
等
大
規

模
な
工
事
で
あ
っ
た
。
住
職
も
十
四
世
か
ら
十
五
世
へ
継
承
ｃ

し
か
し
、
古
い
彫
刻
や
木
組
み
は
、
そ
の
ま
ま
随
所
に
残
さ
れ
、
先
人
の
優

れ
た
匠
の
技
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
念
仏
道
場
と
し
て
の
活
用
を

願
う
。

槙
原
今
宮
社
　
雑
感

政

所

武

志

槙
原
地
区
の
南
部
に
小
さ
な
社
殿
が
あ
り
ま
す
。神
社
名
を

「今
宮
社
」

と
言
い
、俗
称
は

「今
宮
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

創
立
年
は
不
明
で
す
が
、古
文
書
に
よ
れ
ば
、
「萬
延
式
辛
酉
年
貧

八
六

一
年
）拾
月
吉
日
再
建
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
以
前
の
創
立
と

思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
古
文
書
に

「明
治
五
年
申
五
月

一
般
ノ
法
則
ヲ
以
テ
氏
神
社
ヘ

合
祀
ス
、
明
治
六
年
五
月
又
同
所
に
祭
ル
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
明
治
初
期

の
小
社
の
統
廃
合
に
よ
っ
て
、
阿
刀
明
神
社
に

一
時
合
祀
さ
れ
、
ま
た
現
在

の
位
置
に
祭
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

御
祭
神
は

「宇
迦
御
魂
神
、
素
菱
鳴
尊
、
稲
田
姫
尊
」
で
す
。
「宇
迦
御
魂

神
」
は
古
く
か
ら

一
般
に
、
百
姓
の
守
り
神
様
と
し
て
、
農
民
の
信
仰
の
厚

い
神
様
で
す
。

当
神
社
は
特
に
水
神
様
と
し
て
、
古
来
よ
り
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
今
宮
社
の
ふ
も
と
に
あ
る
通
称
今
宮

谷
に
清
水
が
湧
き
出
て
い
ま
す
が
、
ア
一
の
水

が
過
去
ど
の
よ
う
な
干
ば
つ
に
も
水
が
か
れ

た
こ
と
が
な
く
、
ア」
れ
は
今
宮
社
の
御
神
力

に
よ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
、
現
在
も
か
れ
る

こ
と
な
く
、
湧
き
出
し
て
い
ま
す
ｃ

通
常
お
祭
り
は
、
秋
に
行
わ
れ
る
の
が

一

般
的
で
す
が
、
〈
「
宮
社
が
祭
日
を
旧
四
月

一

日
と
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
稲
の
作
付
け
前
に
今
年
も
水
が
豊
富
で
、
豊
年

で
あ
る
よ
う
に
祈
念
す
る
た
め
に
、
定
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

氏
子
は
十
数
軒
で
数
年
ご
と
に
、
お
祭
り
を
行

っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は

平
成
十
四
年
に
お
祭
り
を
行
い
、
併
せ
て
神
楽
を
奉
納
し
ま
し
た
。
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